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　今回は、各国の栄養成分および健康に
関する表示の動向について、整理してい
きたいと思います。

米国　包装前面栄養表示
　2023年12月14日、米国上院下院議員
より包装前面栄養表示（FOPNL）の義務
化に関する法案についての報道発表が
ありました。法案全文（PDF）では、①主要
表示面の一定の場所に表示されること、
②既存の表示と視覚的に対照的で目立
つデザインであること、③容易に判別で
きる十分な大きさであること、等を主な
要件としています。また同報道発表の事
前調査によると、75％の回答者が包装前
面栄養表示の義務化を支持していると
されています。今後米国に食品を輸出す
る際の、消費者ニーズについて参考にな
ると思われます。

　なお、日本では2023年11月2日より、
「包装前面栄養表示（FOPNL）」の検討が
開始されたところです。

オーストラリア　添加糖類の任意表示
　2023年11月14日、オーストラリア・
ニュージーランド食品基準局（FSANZ）
は添加糖類の任意表示に関する基準改
正案を承認したと公表しました。改正案
では、①基準で定義される添加糖類を含
んでいる場合、②添加糖類は含まれなく
とも、10.0g/100g（固形）、7.5g/100ml（
液状）を超える糖類（例：単糖類、二糖類
）を含む場合は、「no added sugar(s)」（糖
類不使用）の表示をしてはならないとさ
れています。

　日本では添加糖類の表示基準はあり
ませんが、「糖類を添加していない旨」（
例：糖類不使用）の表示ができる基準（
①いかなる糖類も添加されていない、②
糖類に代わる原材料又は添加物を使用
していない、③当該食品の糖類含有量が
原材料及び添加物に含まれていた量を
超えていない、④糖類の含有量を表示し
ている）は定められています。

韓国　「無糖」と「甘味料が使用されてい
る旨」の表示
　2023年12月28日、韓国食品医薬品安
全省（MFDS）は食品表示基準改正案を公
表しました。改正案のうち栄養成分に関
する基準として、 甘味料が使用されて
いる製品に「無糖」等の強調表示する場
合は、熱量に関する情報と甘味料が使用
されている旨を表示しなければならな
い、とされています。（その他、酒類の熱

量の表示サイズを大きくし太字にする
などの改正案が提示されています。）

　日本では甘味料が使用されている旨
に関する表示基準はありません。（なお、
「甘味料不使用」と表示する場合には、「
食品添加物の不使用表示に関するガイ
ドライン」に注意する必要があります。）

英国　「健康的でない」食品や飲料への
広告規制
　2023年12月13日、英国の広告関連団
体ASAおよびCAPは、英国政府の方針に
もとづき健康的でない商品に関する広
告規制を2025年10月より開始すると発
表しました。「HFSS（High in fat, sugar, 
salt）」（脂質、糖分、塩分が高いもの）に分
類される製品を対象とし、5:30 ～ 21:00
の広告が禁止されます。

　日本では同様の規制はありませんが、
酒類などの広告には自主基準が運用さ
れています。

　各国で様々な動向がありますが、こう
した改正案の資料にはその背景などが
記載されていることがよくあります。食
品の輸出入では、その国の関心について
知ることも大事だと思いますので、機会
をみて読んでいただければと思います。

（川合）
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https://www.asa.org.uk/news/new-rules-on-ads-for-less-healthy-food-and-drink-products.html
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一を聞いて十を知る

　2024 年 1 月 31 日に「第 2回分かりやすい栄養成分表示
の取組に関する検討会」（ 以下「検討会」）が開催されました。
公表された資料等をもとに、第2回検討会の内容について整
理してみたいと思います。

包装前面栄養表示とは
　諸外国の「容器包装前面栄養表示（Front of Pack Nutrition 
Labeling：FOPNL）」については、検討会資料「資料２　消費者
等を対象とするインタビュー調査結果について」に事例が掲
載されています。

第2回「分かりやすい栄養成分表示の取組に関する検討会」が
開催されました
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新訂2版 基礎からわかる

食品表示の法律・実務ガイドブック
食品メーカー様・販売業者様向けのリスク対応のバイブルと
して、2014年に出版、2019年に新訂された「基礎からわかる
新・食品表示の法律・実務ガイドブック」。ご好評につき、新訂2
版の発売です！弊社は、前回に引き続き、第2部と第3部を書
かせていただきました。

食品表示法とそれに関する各法律と実務について解説した、食品メーカ
ー・販売業者向けのリスク対応のバイブル。
食品表示の法律・実務について、規制動向と現場でのミス防止のポイント
をコンプライアンスの視点からまとめて解説。複雑な食品表示関連制度
をすぐに把握できます。ステップごとに実務を確認、社内の事故防止体制
づくりにも役立つヒントが満載です。

　ここでは例として、フランス共和国（任意表示）、イタリア
共和国の例（任意表示）について取り上げてみます。

• フランス共和国のFOPNL表示では、色分けとアルファベッ
トにより食品の健康度をランク付けしています。

• イタリア共和国の FOPNL表示では、栄養成分（熱量、脂質、
飽和脂肪酸、糖類、食塩）の含有量等をGDA方式（栄養成分
の食品単位当たりの含有量と 1日当たりの食事摂取基準に
占める割合）で表示しています。

第2回検討会について
　第2回検討会では、国内における食品関連事業者の自主
的な取組、及び消費者等を対象とするインタビュー調査結
果等についてまとめられました。

　食品関連事業者の自主的な取組では、栄養成分表示の
パッケージ前面等の表示を行うようになった背景や導入
するに際しての課題等が、消費者等を対象とするインタ
ビュー調査結果では、消費者が感じる現行の栄養成分表示
が分かりにくい理由および分かりやすい表示にするため
の改善案等の意見（情報量を適切にシンプルにする、消費
者自ら判断できるようにする、統一したロゴ /マークにす
る等）について、それぞれまとめられています。

　また委員の意見として、「諸外国における統一的な評価
方法を以てすべての食品を区分する取組や一つの栄養成
分だけに特化したような取組については、個人の行動の健
康状態も多様化が進むために、消費者の適切なインフォー
ムドチョイスを促すような食環境づくりに結び付かない
可能性がある」等が挙げられました。

今後の予定について
　2024 年 3 月 12 日に第３回検討会が開催される予定で
す。第2回検討会の内容を踏まえ、今後、消費者にとって栄
養成分表示が利活用しやすく、また食品関連事業者の実行
可能性が担保される方策について議論されるものと思い
ますので、公表された資料に一度目を通しておかれるとよ
いと思います。

（中西）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_008/035193.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_20240130_03.pdf
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